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社協会費のお礼／敬老はがきボランティアのお礼／百歳祝い／福祉教育目次 

ポニー

令 4 宇健第 33 号-1-8 

駐車場はゆめはな花壇横・図書館・サリジェ・役場の 4 ヶ所になります。
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❸ 

本年度も、町民の皆様及び法人会員の皆様には、社協会費の納入 

につきまして温かいご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

社協会費は、地域福祉を支える貴重な財源であり、主な使途は下記 

のとおりです。今後とも変わらぬご支援とご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社協会費総額などの詳細につきましては、 

次号(令和８年２月予定)に掲載させていただきます。 
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百歳おめでとうございます 
田布施町社会福祉協議会より、百歳を迎えられた方に祝品を贈呈いたしました。

いつまでもお元気でお過ごしください。 

曽田 貞子さん 
７月１６日 

～福祉教育～ 

田布施町社会福祉協議会では、子どもたちが考え、思いやりの心を持って行動する力を育む福祉教育を行っております。授業内

容は幅広く取り扱い、点訳ほおずきの会、手話サークルきららをはじめとするボランティア団体が点字や手話の授業をしたり、

車イス体験や高齢者疑似体験、講話など… そして、今年度からはブラインドサッカーの授業も取り組み始めました。 

「ふだんの くらしの しあわせ」 

正地 のぶ栄さん 

９月２３日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域歳末たすけあい運動」は、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちが、

地域で安心して暮らすことができるよう関係機関・団体（ボ連協・中学校、募金配分団体

など）の協力のもと、田布施町社会福祉協議会が中心となり展開しています。その一環と

して、毎年実施している「歳末たすけあい街頭募金」を、本年度も下記のとおり行います。

募金の活用方法に関する詳しい内容は、本誌５ページをご参照ください。 

実施日：令和７年１２月７日（日） 

：田布施地域交流館 午前８：３０～１０：３０ 

マックスバリュ田布施店  午前９：３０～１１：３０ 

マルキュウ田布施店  午前９：３０～１１：３０ 

※当日の天候等によって変更が生じる場合があります。 

地域歳末たすけあい運動は、１２月１日～１２月３１日までの期間です。 

各会場の店舗内にて募金箱を設置しております。皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

➌ 

皆様のご協力をお願いいたします！

 

 認知症の予防に大切なのは 

だそうです。 

 

 今日「行くところ」ありますか？ 

 昔は麻雀よくやったけど…というあなた！ 

楽しみながら頭を使い認知症予防にも

良い健康麻雀に参加しませんか？ 

各会場参加者を募集しています。気軽に

当日直接会場にお越し下さい！！ 

 健康麻雀・サロン活動など集まる場所を

新しく作りたいというご相談も受け付けて

います、お気軽にご相談ください！ 

 

お問合せ 53-1103 松田 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

令和7年度「共同募金」の納入について(お知らせ) 

 平素より、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい特別募金へのご理解ご協力を賜り、心より感謝申し上

げます。さて、本年度より共同募金の納入方法を、戸別単位から班単位に変更し、共同募金納入通知書

兼領収書と合わせて納入をお願いいたします。今までご提出をお願いしていた名簿等は不要です。詳し

くは、田布施町共同募金会事務局にお問い合わせください。これからも田布施町を良くするための活動

をしている人を支える為に、赤い羽根共同募金活動へのご支援ご協力をお願い申し上げます。 

 募金方法別 金額（円） 

一 

般 

募 

金 

戸 別 募 金 2,842,239 

街頭（スカウト協議会）募金 111,502 

募 金 百 貨 店 1,622,796 

学 校 募 金 29,163 

職 域 募 金 190,469 

店 頭 募 金 15,015 

そ の 他 29,922 

 

戸 別 募 金 704,261 

法 人 募 金 188,667 

そ の 他 22,467 

 合 計 5,756,501 

収入の部 金額（円） 

Ｂ配分共同募金(R５年度募金による) 6,120,481 

Ｃ配分歳末たすけあい募金 915,395 

受取利息配当金収入 1,864 

収入合計 7,037,740 

支出の部 金額（円） 

老人福祉活動事業 3,471,516 

障がい児・者福祉活動事業 115,000 

児童・青少年福祉活動事業 300,000 

ひとり親家庭福祉活動事業 43,000 

福祉育成・援助活動事業 1,614,868 

ボランティア活動育成事業 577,961 

歳末たすけあい配分金事業 915,395 

支出合計 7,037,740 

山口県共同募金会田布施町共同募金委員会 53-1103  FAX53-1105（田布施町社会福祉協議会内） 

   920,000円 

  5,360,000円 

   920,000円 

合計 7,200,000円 

今年も全国一斉に赤い羽根共同募金運動がスタートしました。 

赤い羽根共同募金運動は、「つながりをたやさない社会づくり」をテ

ーマに、支え合いながら生活していくことのできる福祉活動や地域コミ

ュニティづくりの為の資金として、地域福祉の推進を目的とした住民相

互の支え合いの活動に役立てられています。 

本年度も赤い羽根共同募金活動に町民の皆様のご協力を宜しくお

願いいたします。 

令和6年度 共同募金のご報告と流れ 

➍ 

 

  山口県内の社会福祉団体や

。 

※詳しくは本誌５ページを
ご覧ください。 

田布施町内の歳末たすけあ

・歳末見舞金贈呈事業 
・年越し弁当配布事業 など 

募
金
の
取
り
ま
と
め
等
を
行
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◇出産お祝い贈呈事業(町社協) 

◇ボランティアグループ活動燃料費援助事業(町社協) 

◇ボランティア研修事業(町ボランティア連絡協議会) 

◇成人の集い記念品支援事業(町社協) 

◇共同募金機関紙発行事業(町社協) 

◇イベント機材整備事業(町社協) 

◇子ども食堂支援 (町社協) 

 

◇青少年健全育成作文集作成事業(町青少年健全育成町民会議) 

◇野外活動事業(町スカウト育成協議会) 

◇町内駅伝競走大会(町体育協会) 

◇ウォーキング大会 (田布施スポーツクラブ) 

◇たぶせ少年少女合唱団（たぶせ少年少女合唱団） 

◇田布施町少年少女発明クラブ (町少年少女発明クラブ) 

 

◇精神保健家族会支援(町社協) 

◇障害者家族そろってみかん狩り(町心身障害者協議会) 

◇レクリエーション事業(町心身障害児(者)父母の会) 

◇心身障害者福祉作業所さくら園(さくら園) 

◇ひとり親家庭小学校新入学祝品贈呈事業(町社協)  ◇ひとり親家庭中学校卒業祝品贈呈事業(町社協) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ふれあい・いきいきサロン活動(町社協) 

◇会員増強対策事業(町老人クラブ連合会) 

◇敬老はがき郵送事業(町社協)  

◇敬老事業※金婚・百歳長寿のお祝い(町社協) 

◇交通安全母の会(町連合婦人会) 

◇食生活改善推進事業(町食生活改善推進協議会) 

共同募金はどんなことに使われるの？（R７年度配分計画） 

▲食生活改善推進事業(町食生活改善推進協議会) 

母子・父子福祉活動に

障害児・者福祉活動に

住民福祉活動に

（Ｂ募金地域配分） 

▲ボランティア活動の様子（朗読もやいの会） 

▲たぶせ少年少女合唱団 

令和７年度実施予定の事業です。 

老人福祉活動に

児童・青少年福祉活動に

➎ 

▲心身障害者福祉作業所さくら園 
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【活動内容】離乳食教室、子ども料理教室、小学校や中学校の家庭科授業 

への協力、男性料理教室、サロン、各地区で行う行事、イベン 

トなど様々な場所で活動している。地域住民との交流を行い、 

幅広い年代に食の大切さ、健康づくりの普及、啓発を行っている。 
 

【活動日時】年間約 70回活動+個別活動あり・不定期 

【活動場所】西田布施公民館他 町内各公民館・町内の各学校・企業など 
 

【会 員 数】４９名 
 

【アピールポイント】私達は、町から依頼され食に関する正しい知識と技術を学んだ「食育 

アドバイザー」です。 

今年度は新たに 10 名が加入し、初の男性会員も誕生しました。 

離乳食教室やちびっこまつりのお手伝い、子ども料理教室や男性料 

理教室、小中学校で授業や調理実習をしたり、高齢サロンのお手伝 

い、各公民館のうどんバザーなど様々な活動をしています。 

まずは私達が元気に仲間と楽しく活動しながら、赤ちゃんから高齢 

者まで幅広い世代の人が健康で楽しく過ごせるよう食の面からサポ 

ートしています。 

令和７年８月３１日（日）、田布施地域交流館・マックスバリュ田布施店・マルキュウ田布施店において、田布施中学校

及び田布施農工高校ボランティア部の生徒さんと募金活動を行いました。 

 当日お寄せいただいた善意の募金総額は となりました。この募金は、関係金融機関に持ち込み、KRY山口

放送局へ全額送金いたしました。ご協力いただきました皆様に心よりお礼申し上げます。 

２４時間テレビ募金活動を行いました！

 

仲間とワイワイ楽しく活動したり、食べること、作ること、健康に興味

のある方は、ぜひ私達と一緒に活動してみませんか？ 

お勤めの有無、性別、年齢は問いません。 

食生活改善推進員（ヘルスメイト）に関しては、田布施町保健セン

ター（TEL52-4999）までお気軽にお問い合わせ下さい。 

「おはよう」や「暑いのにがんばってるね」な

ど声をかけてくださって、やっぱり、たぶせの

人たちは心やさしいなと思いました。 

みなさん今日はありがとうございました。募

金をしてくれた人にも感謝を伝えたいです！！ 

みなさんとてもやさしくて心が 

あたたかくなりました。 

このお金が福祉や環境、災害復

興に役立ったらうれしいです。 



  赤い羽根共同募金運動の一環として、１２月１日より地域歳末たすけあい運動が実施されます。 

この運動により、町民の皆様よりいただいた温かい募金の一部は、支援を必要とされている人が新た

な年を安心して迎えられるようお見舞金として活用させていただいております。 

お見舞金の受取りをご希望される対象の人は、申請手続きを行ってください。 

昨年受けられた人も、毎年度申請が必要です。 

◎対象者  令和７年１０月１日現在田布施町内に住所を有し、自宅で生活しておられる人で、 

下記に該当する人（世帯）（※生活保護世帯は、対象から外させていただきます。） 

③ひとり親家庭 

配偶者と死別若しくは離婚等をした

父、母及び父母が死別の理由等から

１８歳に達するまでの子ども・児童・

生徒を養育している人で、福祉医療

費受給者証をお持ちの世帯 

※①または②のどちらかと重複該当する場

合も対象となります。 

◆確認書類 

福祉医療費受給者証 
（※ひとり親家庭用と記載があること） 

 

 

①障害者手帳をお持ちの人 

自宅で生活している、身体障害

者手帳１・２級または、療育手

帳 A・B 若しくは精神障害者保

健福祉手帳１・２級の認定を受

けている人 

◆確認書類 

該当する障害者手帳 
（※複数該当する場合は、どれか一つ） 

②要介護５の人 

自宅で生活している、要介護５

の認定を受けている６５歳以上

の人 

◆確認書類 

介護保険被保険者証又は 

介護保険資格者証 
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申請期間 
令和７年１０月２３日（木）～１１月２１日（金）【土･日曜日、祝日を除く】 
 

・郵送の場合は１１月２１日（金）必着 

申請方法 

「申請書」と「確認書類」を町社協に提出してください。（郵送でも受付可能） 

① 申請書は、本誌面８ページ又は町社協ホームページよりダウンロードし、ご記入ください。 

② 郵送の場合は、確認書類の写しを添付してください。 

写しには、氏名、障害の程度（等級など）、有効期限を確認できる箇所が必要です。 

受渡期間 令和７年１２月５日（金）～１２月２２日（月）【土･日曜日、祝日を除く】 

受領方法 
① お見舞金は、田布施町共同募金委員会運営委員会で決定後、文書にて通知いたします。 

② 町社協にてお見舞金をお渡しいたします。町社協で受取困難な場合は、口座振込も可能です。 

口座振込をご希望される場合は、申請書の受領方法欄に必要事項をご記入ください。 

問合せ先 

社会福祉法人 田布施町社会福祉協議会 
住  所：〒７４２－１５１７ 

田布施町中央南１６－１ 
電話番号：（０８２０）５３－１１０３ 

受付時間：８：３０～１７：１５ 

そ の 他 
申請書に記載された個人情報は適切に取り扱い、許可なく第三者に提供することはありません。 

募金額により、お見舞金の金額が変更となる場合があります。 

 

☆お見舞金予定額 

１人あたり３,０００円 

 

☆お見舞金予定額 

１世帯あたり３,０００円 

 



歳末たすけあい見舞金申請書 

 

令和  年  月  日 

 

社会福祉法人 田布施町社会福祉協議会 

    会長 大 村 茂 二 様 

 

ふりがな  
連 

絡 
先 

電話   －  

申請者氏名 

（対象者本人） 
            ㊞ 

携帯   －   － 

申請者住所 
〒   －                             自治会名（      ） 

田布施町                          

 

下記のとおり、歳末たすけあい見舞金を申請します。 
 

記 

 

確認事項 ※令和 7 年 10 月 1 日現在の状況について☑をしてください 

□ 田布施町に住所を有し、自宅で生活しています。 

□ 生活保護を受給していません。 

 

次に示す対象者欄のうち該当する番号に○をしてください。 

番号 対 象 者 持参する確認書類 

１ 

□ 身体障害者手帳（１・２級） 

□ 療育手帳（Ａ・Ｂ） 

□ 精神障害者保健福祉手帳（１・２級）をお持ちの人 

・該当する障害者手帳 

（複数該当する場合は、どれか一つ） 

２ 
要介護度５を認定された方で介護保険被保険者証 

または介護保険資格者証をお持ちの人 
・介護保険被保険者証または介護保険資格者証 

３ ひとり親家庭で福祉医療費受給者証をお持ちの世帯 
・福祉医療費受給者証 

（ひとり親家庭用と記載があること） 

※見舞金は、田布施町共同募金委員会運営委員会で決定後、文書にて通知し、町社協にてお渡しします。 

※町社協にて受取りが困難な場合は、口座振込も可能です。振込手数料負担の関係上、山口県農業協同組

合に口座をお持ちの人は、可能であればそちらをご指定ください。 
 

受 領 方 法 □ 町社協にて受け取り   □ 口座振込 

金融機関名 

銀行・信用金庫・農協            支店・支所 

預金種目 普通・当座 口 座 番 号  

口座名義人  ふ り が な  

※申請書に記載された個人情報は、適切に取り扱い、許可なく第三者に提供することはありません。 

➑ 
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